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翻

訳法
的
倒
産
処
理
制
度
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ス
キ
ー
ル

藤

本

利

一
／
訳

訳
者
ま
え
が
き

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
以
下
、「
covid-19」
と
い
う
。）
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
多
数
の
重
症
者
、
死
者
が
世
界
各

国
で
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
実
施
し
、
社
会
活
動
の
み
な
ら
ず
、
経
済
活
動
が
ほ
ぼ
停
止

し
た
状
況
下
に
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
令
和
二
年
四
月
七
日
に
、
東
京
都
な
ど
七
都
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
、
そ
の
後
、

五
月
二
五
日
に
全
面
的
に
解
除
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
あ
ま
た
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
済
活
動
の
停
滞
は
な
お
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
わ
が
国
の
経
済
基
盤
を
支
え
る
中
小
企
業
の
多
く
は
、
こ
の
間
の
「
需
要
の
蒸
発
」
に
よ
り
、
資
金
繰
り
が
著
し
く
困
難
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
死
（
破
産
清
算
）
を
待
つ
し
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
倒
産
現
象
が
、
通

常
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
個
々
の
企
業
に
お
け
る
経
営
の
失
敗
か
ら
で
は
な
く
、
防
疫
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
社
会
経
済
活
動
の
停

止
に
よ
り
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
が
健
全
で
、
収
益
性
も
十
分
に
あ
る
「
健
康
な
」
企
業
で

(阪大法学) 70 (2-147）367〔2020.⚗〕



あ
っ
て
も
、
他
律
的
な
要
因
に
よ
り
「
酸
素
の
取
込
み
」
と
も
い
え
る
資
金
繰
り
に
行
き
詰
ま
り
、「
死
」
を
迎
え
破
綻
す
る
の
で
あ
る
。

直
近
の
日
本
経
済
新
聞
の
記
事(i
)に
よ
れ
ば
、
東
京
地
裁
は
、
政
府
が
東
京
都
な
ど
七
都
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
た
四
月
七

日
以
降
民
事
裁
判
の
期
日
を
取
り
消
す
な
ど
業
務
を
縮
小
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
倒
産
件
数
で
見
て
取
れ
る
と
い
う
。
東
京
商
工
リ

サ
ー
チ
に
よ
る
と
、
都
内
の
倒
産
件
数
は
四
月
に
前
年
同
月
か
ら
一
割
ほ
ど
減
る
計
算
に
な
り
、
急
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

職
員
の
安
全
を
図
る
た
め
の
就
業
形
態
の
実
施
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
短
期
的
に
見
れ
ば
事
務
処
理
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
対
応
に

も
限
界
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
で
も
裁
判
所
の
機
能
喪
失
は
起
こ
り
得
る
。
一
方
、
法
的
整
理
手
続
を
利
用
し
て
抜
本
的
な
再

建
を
試
み
る
債
務
者
企
業
に
と
っ
て
も
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
調
達
で
き
る
よ
う
な
市
場
環
境
が
脆
弱
で
あ
る
た
め
、
需
要
蒸
発

が
起
き
て
い
る
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
抜
本
策
を
検
討
し
て
い
る
間
に
資
金
繰
り
に
行
き
詰
ま
る
危
険
が
大
い
に
あ
る
。

covid-19
に
よ
る
感
染
拡
大
防
止
と
罹
患
者
の
治
療
の
た
め
、
検
査
体
制
の
充
実
と
と
も
に
、
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
の
開
発
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
企
業
の
経
済
的
な
死
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
社
会
経
済
政
策
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
機
関

を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
よ
り
対
応
策
が
構
想
、
提
案
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
倒
産
法
理
論
研
究
の
側
か
ら
も
、
何

か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
、
ど
の
よ
う
な
分
析
が
可
能
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
端
緒
と
し
て
、
他
の
経
済
先
進
国
の
対
応
策
を
参
照
す
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
米
国
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学

D
avid
Skeel教
授
が
、
こ
の
四
月
に
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
か
ら
公
表
さ
れ
た
ご
論
攷
に
接
し
た(ii
)。
こ
の
論
攷
は
、
現
在
、
米
国

で
は
歴
史
上
類
の
な
い
倒
産
事
件
の
爆
発
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
現
状
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
倒
産
裁
判
所
が
機
能
不
全
に
陥
り
、
い
わ

ば
「
医
療
崩
壊
」
を
起
こ
し
か
ね
な
い
、
そ
の
た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
を
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
倒
産
裁
判
所
に
よ
る
事
件
処
理
を

機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
倒
産
事
件
数
の
上
昇
カ
ー
ブ
を
で
き
る
だ
け
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る
と
い
う
、
covid-19
対
策
と
同
じ
こ
と
が
提

案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
第
一
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
、
法
的
倒
産
処
理
の
回
避
が
模
索
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
二
防
衛
ラ
イ
ン
と
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し
て
、
倒
産
裁
判
所
に
係
属
し
た
事
件
に
対
し
、
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
と
連
携
し
た
米
国
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
（
以
下
、「
第
一
一

章
手
続
」
と
い
う
。）
の
簡
素
化
、
第
二
会
社
方
式
の
活
用
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
市
場
を
毀
損
し
な
い
形
で
の
公
的
資
金
投
入
方

法
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

基
礎
と
な
る
統
治
の
あ
り
方
や
社
会
の
仕
組
み
が
異
な
る
た
め
、
単
純
な
比
較
は
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
covid-19
対
策
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
課
題
と
目
指
す
べ
き
解
は
そ
う
違
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
資
金
繰
り
に
行
き
詰
ま
っ
た
個
々
の
企
業

の
再
建
を
司
法
の
枠
組
み
で
推
進
し
、
社
会
経
済
の
安
定
を
招
来
す
る
と
い
う
点
で
は
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
Skeel教
授
の
分

析
や
示
唆
に
は
、
日
本
に
も
参
照
す
る
べ
き
種
々
の
果
実
が
存
在
す
る
と
強
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(i
)
https://w
w
w
.nikkei.com
/article/D
GX
M
ZO
58908850Z00C20A
5000000/?n_cid=N
M
A
IL006_20200511_A
（
最
終
閲
覧
日

二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
)

(ii
)
D
avid
Skeel,Bankruptcy
and
the
coronavirus,ECO
N
O
M
IC
ST
U
D
IES
A
T
BRO
O
K
IN
GS,A
pril2020（
https://w
w
w
.

brookings.edu/w
p-content/uploads/2020/04/ES-4.21.2020-D
Skeel-2.pdf
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
)

＊
Skeel
教
授
を
は
じ
め
、
当
該
論
攷
の
製
作
に
関
与
さ
れ
た
方
々
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
Franklin
Roosevelt
大
統
領
に
よ
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
政
策
に
も
貢
献
し
た
、
歴
史
あ
る
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
は
、
こ
の
論
攷
の
無
償
翻
訳
権
を
異
例
の
早
さ
で
筆
者
に
付
与
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

＊
＊
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
阪
倒
産
実
務
交
流
会
を
中
心
と
し
た
covid-19
対
策
の
研
究
会
に
お
い
て
報
告
の
機
会
を
得
た
。

は
じ
め
に

連
邦
資
金
の
大
量
注
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
危
機
が
発
生
し
て
か
ら
二
ヶ
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
企
業
倒
産
件

法的倒産処理制度と新型コロナウイルス
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数
の
増
加
が
す
で
に
始
ま
っ
た
。
経
済
的
閉
鎖
を
緩
和
す
る
、
連
邦
議
会
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）、
お
よ
び
財
務
省
に

よ
る
現
在
の
努
力
が
効
果
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
倒
産
事
件
の
巨
大
な
波
が
来
る
可
能
性
が
あ
る
。
法
的
倒
産
処
理
制
度
は
、
デ
フ
ォ

ル
ト
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
消
費
者
と
企
業
の
第
二
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
効
果
的
で
あ
ろ
う
か
。

法
的
倒
産
処
理
制
度
が
、
通
常
、
経
済
危
機
の
時
で
も
う
ま
く
機
能
す
る
こ
と
は
、
朗
報
で
あ
る
。
企
業
再
建
の
た
め
の
規
律
を
定

め
る
、
現
在
の
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
の
仕
組
み
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
断
続
的
に
生
じ
た
経
済
「
恐
慌
」
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、

デ
フ
ォ
ル
ト
に
陥
っ
た
多
数
の
鉄
道
会
社
の
再
構
築
に
用
い
ら
れ
た(1
)。
本
報
告
書
は
、
主
と
し
て
企
業
倒
産
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
け

れ
ど
も
、
全
米
の
倒
産
裁
判
官
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
は
、
年
間
約
一
五
〇
万
件
の
消
費
者
倒
産
事
件
を
処
理
し
て
い
た
こ
と
に

も
留
意
し
て
ほ
し
い(2
)。

こ
う
し
た
実
績
か
ら
す
れ
ば
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
は
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
可
能
で
あ
り
、
特
別
な
計
画
を
立
て
る
こ
と
は
不
要

で
あ
る
、
と
安
易
に
考
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
法
的
倒
産
処
理
制
度
に
は
、
現
在
の
環
境
の
も
と
で
、
き
わ
め
て

重
要
な
三
つ
の
限
界
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
こ
の
制
度
は
、
大
企
業
の
再
建
で
よ
り
効
果
を
発
揮
す
る
も
、
中
小
企
業
の
再
建
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
効
果
的
で
な
い
こ
と
。
二
つ
目
は
、
倒
産
裁
判
所
が
過
重
な
負
担
に
喘
い
で
い
る
場
合
、
機
能
が
大
き
く
低
下
す
る
こ
と
。

最
後
に
、
第
一
一
章
手
続
は
、
当
該
手
続
が
係
属
し
て
い
る
間
、
資
金
繰
り
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
依
存
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
Ｆ
Ｒ

Ｂ
と
財
務
省
が
こ
れ
ら
の
限
界
を
予
測
し
、
起
こ
り
得
る
諸
問
題
に
対
し
、
創
造
的
な
解
決
策
を
考
究
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

本
報
告
書
で
は
、
倒
産
事
件
が
爆
発
的
に
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
理
由
と
、
第
一
一
章
手
続
に
存
在
す
る
主
要
な
限
界
に
つ
い

て
簡
単
に
説
明
し
た
後
、
倒
産
手
続
と
同
様
の
停
止
（
権
利
行
使
の
禁
止
）
を
課
す
提
案
を
検
討
し
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
を
現
在
の

危
機
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
戦
略
を
提
案
し
つ
つ
、
最
後
に
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
の
適
応
性
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ
ン

ト
す
る(3
)。

翻 訳
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来
た
る
べ
き
倒
産
事
件
の
波

一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
済
危
機
が
到
来
し
た
か
ら
、
倒
産
手
続
の
申
立
て
が
増
加
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
倒
産
手
続
の
申

立
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
経
済
危
機
後
に
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
劇
的
に
件
数
が
増
加
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
代
初

頭
の
ド
ッ
ト
コ
ム
・
バ
ブ
ル
の
後
、
企
業
の
倒
産
手
続
の
申
立
件
数
の
増
加
は
、
わ
ず
か
で
あ
っ
た
（
一
九
九
九
年
に
三
七
、八
八
四

件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
四
〇
、〇
九
九
件
で
あ
る(4
)）。
金
融
不
況
（
the
GreatRecession）
時
に
は
、
倒
産
事
件

数
は
、
急
激
に
増
加
し
た
（
二
〇
〇
七
年
は
二
八
、三
二
二
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
は
六
〇
、八
三
七
件
で
あ
っ
た
）。

今
回
の
経
済
危
機
は
、
直
近
の
二
つ
の
景
気
後
退
の
ど
ち
ら
よ
り
も
、
莫
大
な
企
業
倒
産
事
件
数
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
現

在
の
危
機
以
前
に
、
企
業
は
一
五
・
五
兆
ド
ル
と
い
う
驚
異
的
な
額
の
負
債
を
抱
え
て
お
り
、
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
額
は
、
二

〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
時
の
最
大
負
債
額
か
ら
、
五
二
％
増
加
し
た
数
値
だ
と
さ
れ
る(5
)。
こ
の
負
債
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
経
済
停
止
と
、

多
く
の
企
業
に
つ
い
て
、
そ
の
収
益
回
復
が
遅
滞
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
相
ま
っ
て
、
経
済
活
動
が
再
開
し
た
後
で
も
、
企
業
倒
産

事
件
の
急
増
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
現
在
、
一
部
の
債
務
が
政
府
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
窮
境

が
自
己
の
制
御
の
及
ば
な
い
危
機
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
企
業
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
も
、
倒
産

手
続
の
申
立
て
を
躊
躇
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
規
制
当
局
は
倒
産
事
件
の
波
が
来
る
と
仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

米
国
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
の
限
界

米
国
連
邦
倒
産
法
は
広
く
賞
賛
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
一
一
章
手
続
に
は
、
現
在
の
状
況
下
で
懸
念
を
引
き
起
こ
す
深
刻

な
限
界
が
三
つ
あ
る
。
連
邦
議
会
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
お
よ
び
財
務
省
が
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
の
破
滅
的
な
失
敗
を
避
け
た
い
と
考
え
る
場
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合
、
そ
れ
ら
三
つ
の
限
界
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
一
章
手
続
は
、
窮
境
に
あ
る
が
収
益
性
の
あ
る
企
業
に
、
や
り
直
し
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

中
小
企
業
に
対
し
て
は
、
非
常
に
貧
弱
な
実
績
し
か
な
い
（
第
一
一
章
手
続
は
、
た
と
え
ば
、
収
益
性
の
な
い
企
業
に
対
し
迅
速
な
清

算
を
促
す
な
ど
、
事
業
再
生
以
外
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
よ
り
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(6
)）。
中
小
企
業
が
法
的
倒
産
手
続
を

利
用
す
る
コ
ス
ト
は
か
な
り
高
く
、
多
く
の
場
合
、
当
該
企
業
が
持
つ
企
業
価
値
の
三
〇
％
に
達
し
、
ま
た
、
そ
の
三
分
の
二
は
、
再

建
が
で
き
ず
清
算
さ
れ
て
終
了
す
る(7
)。

昨
年
、
連
邦
議
会
は
、
小
規
模
事
業
者
が
事
業
の
再
建
を
成
功
さ
せ
る
能
力
を
高
め
る
べ
く
設
計
さ
れ
た
法
律
を
制
定
し
た
。
小
規

模
事
業
者
に
と
っ
て
の
問
題
の
一
つ
は
、
絶
対
優
先
原
則
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
再
建
計
画
に
反
対
す
る
債
権
者
の
ク
ラ
ス
の
一

つ
が
、
全
額
の
弁
済
を
受
け
な
い
限
り
、
劣
後
的
地
位
に
あ
る
債
権
者
ま
た
は
株
主
は
何
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
す
法
理
で
あ
る
。
中
小
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
＝
株
主
は
通
常
、
そ
の
事
業
の
継
続
に
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
絶
対
優
先
原
則
に
よ
り
、

中
小
企
業
の
事
業
再
生
が
不
可
能
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
小
規
模
事
業
再
建
法
（
T
he
Sm
allBusiness
Reorganization
A
ct）
は

こ
の
法
理
を
緩
和
し
、
オ
ー
ナ
ー
が
事
業
の
継
続
を
約
束
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
再
建
計
画
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
制
定
法
に
は
、
他
に
も
、
事
業
再
建
へ
の
道
を
容
易
に
す
る
諸
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
制
定
法
は
、
当
初
、
二
、七
二
五
、

六
二
五
百
万
ド
ル
（
原
文
マ
マ
）
以
下
の
負
債
を
持
つ
企
業
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法

（
Coronavirus
A
id,Relief,and
Econom
ic
Security
A
ct）
に
基
づ
き
、
そ
の
値
が
七
五
〇
万
ド
ル
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
調
整
は
事
業
再
建
の
見
通
し
を
改
善
す
る
は
ず
で
あ
り
、
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る
中
小
企
業
の
多
く
で
は
、
通
常

の
状
況
下
で
申
立
て
を
す
る
企
業
よ
り
も
、
再
建
の
可
能
性
は
よ
り
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中
小
企
業
の
窮
境
は
経
済
的
閉

鎖
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
制
当
局
は
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
第
一
一
章
手
続
の
厳
し
い
現
実
が
な
く
な
る
こ
と
を

翻 訳

(阪大法学) 70 (2-152）372〔2020.⚗〕



期
待
す
べ
き
で
は
な
い
。
中
小
企
業
に
対
す
る
法
改
正
（
changes）
は
、
消
費
者
向
け
の
再
生
規
定
を
持
つ
第
一
三
章
手
続
を
参
照

し
て
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
手
続
は
、
中
小
企
業
が
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る
場
合
と
同
様
に
、
利
用
件
数
が
少
な
い
。
そ
し
て
、

負
債
が
七
五
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
企
業
は
そ
れ
ら
の
制
定
法
を
利
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
一
章
手
続
に
よ
る
大
企
業
の
事
業
再
建
の
成
功
率
は
［
中
小
企
業
の
場
合
と
比
べ
て
］
は
る
か
に
高
い
。
事
業
再
建
の
定
義
如

何
に
よ
っ
て
は
、
大
多
数
が
事
業
再
建
に
成
功
し
た
こ
と
に
な
る(8
)。
間
違
い
な
く
、
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
議
会
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
お
よ
び
財

務
省
が
大
企
業
へ
の
救
済
融
資
を
差
し
控
え
、
代
わ
り
に
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
強
制
し
た
と
研
究
者
が
主
張
し
て
き

た
理
由
で
あ
る(9
)。
こ
の
理
に
よ
れ
ば
、
大
企
業
は
、
公
共
の
財
政
に
対
す
る
費
用
負
担
を
限
定
し
つ
つ
、
事
業
再
建
を
成
功
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

通
常
の
状
況
下
で
も
、
企
業
や
利
害
関
係
者
が
第
一
一
章
手
続
か
ら
無
傷
で
抜
け
出
す
こ
と
は
な
い
。
実
証
デ
ー
タ
は
、
第
一
一
章

手
続
が
従
業
員
に
大
幅
な
賃
金
の
引
下
げ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る(10
)。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
影
響
の
一
部
は
第
一
一
章
手
続

が
原
因
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
企
業
が
窮
境
で
あ
る
場
合
に
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
の
救
済
努
力
が
従
業
員

の
職
を
保
護
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
弱
め
る
可
能
性
が
あ
る(11
)。

第
二
の
深
刻
な
問
題
は
、
倒
産
裁
判
所
が
負
担
過
重
に
陥
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
機
能
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

倒
産
裁
判
所
は
、
連
邦
倒
産
裁
判
官
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
、
各
連
邦
裁
判
所
を
通
じ
て
全
米
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
大
企
業
、
中
小
企

業
、
消
費
者
倒
産
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
倒
産
事
件
が
同
じ
裁
判
所
に
申
し
立
て
ら
れ
る
。
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
学
の
Benjam
in

Iverson
に
よ
る
重
要
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
倒
産
裁
判
所
は
、
負
担
過
重
に
あ
る
場
合
、
ま
っ
た
く
異
な
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
中
小
企
業
は
、
事
件
負
担
が
過
重
な
裁
判
所
の
も
と
で
は
、
そ
れ
が
処
理
可
能
な
範
囲
に
あ
る
裁
判
所
よ
り
も
、
清

算
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
大
企
業
へ
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
悲
惨
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
が
事
件
負
担
の
過
重
に
喘
ぐ
場
合
、
手
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続
に
時
間
が
か
か
り
、
費
用
負
担
が
き
わ
め
て
重
く
な
る(12
)。
現
在
の
経
済
危
機
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
適
合
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た

と
え
ば
、
Iverson
は
、
自
己
の
研
究
が
申
立
件
数
の
増
加
す
る
局
面
で
は
な
く
、
減
少
す
る
局
面
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る(13
)。
し
か
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
と
財
務
省
は
、
第
一
一
章
手
続
の
機
能
が
加
重
負
担
の
裁
判
所
に
よ
り
ひ
ど
く
損
な
わ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

第
三
の
問
題
は
資
金
調
達
で
あ
る
。
倒
産
手
続
を
申
し
立
て
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
大
企
業
の
債
務
者
は
、「
debtor-in-possession」

ま
た
は
「
Ｄ
Ｉ
Ｐ
」
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
、
新
規
融
資
を
必
要
と
す
る
。
多
く
の
場
合
、
融
資
は
、
倒
産
手
続
開
始
前
に
、
会

社
に
対
し
最
大
の
融
資
を
行
っ
て
い
る
貸
し
手
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る(14
)。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
融
資
者
は
、
一
般
に
、
と
て
も
よ

く
保
護
さ
れ
て
お
り
、
デ
フ
ォ
ル
ト
は
ま
れ
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
経
済
危
機
は
前
例
の
な
い
不
確
実
性
を
生
み
出

し
た
。
Sanchez
Energy
事
件
で
、
債
務
者
企
業
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
貸
し
手
に
全
額
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

の
貸
し
手
は
大
き
な
損
失
を
被
る
可
能
性
が
高
い
と
発
表
し
た(15
)。
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
多
く
の
貸
し
手
は
Ｄ
Ｉ
Ｐ
融
資
を
提
供

し
た
く
な
い
、
ま
た
は
提
供
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
債
務
者
は
代
替
資
金
を
獲
得
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
債
務
者

が
新
規
の
貸
し
手
を
見
つ
け
る
こ
と
は
よ
り
難
し
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
債
務
者
が
新
規
融
資
の
担
保
と
し
て
提
供
し
う
る
債
務
者

の
資
産
に
は
、
倒
産
手
続
開
始
前
の
貸
し
手
に
よ
っ
て
、
す
で
に
担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
倒
産
事
件
申
立
て
の
大
き
な
波
は
法
的
倒
産
処
理
制
度
を
転
覆
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
何
も
し
な
け
れ
ば
、
最
大
規

模
の
負
債
を
抱
え
る
債
務
者
で
さ
え
、
過
重
負
担
に
喘
ぐ
裁
判
所
に
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
法
的
倒
産
手
続
に
お
い
て

必
要
な
資
金
を
調
達
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
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倒
産
事
件
の
上
昇
カ
ー
ブ
の
平
滑
化

第
一
一
章
手
続
の
限
界
が
示
す
も
っ
と
も
明
白
な
含
意
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
と
財
務
省
が
今
後
の
倒
産
事
件
数
の
曲
線
を
平
ら
に
し
た
場
合
、

法
的
倒
産
処
理
制
度
が
よ
り
効
果
的
に
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
作
成
し
た
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
の

点
で
不
可
欠
で
あ
る
。
助
成
金
と
資
金
調
達
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
わ
が
国
の
消
費
者
と
企
業
が
倒
産
を
回
避
で
き
る
場
合
、
法
的
倒

産
処
理
制
度
は
現
在
の
危
機
に
お
い
て
よ
り
効
果
的
な
抑
制
策
と
し
て
機
能
す
る
。

目
標
は
、
こ
の
経
済
危
機
の
前
か
ら
問
題
を
抱
え
、
よ
り
徹
底
し
た
リ
ス
ト
ラ
を
必
要
と
す
る
企
業
を
救
済
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
経
済
停
止
の
影
響
を
全
面
的
な
流
動
性
支
援
で
相
殺
す
る
こ
と
で
あ
る(16
)。
多
く
の
場
合
、
両
者
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
は
不
可

能
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
時
的
な
流
動
性
支
援
以
上
の
も
の
を
明
ら
か
に
必
要
と
す
る
企
業
、
た
と
え
ば
、
小
売
業
な
ど
と
同

じ
よ
う
に
、
ボ
ー
イ
ン
グ
社
が
一
例
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
企
業
は
、
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
債
権

者
と
株
主
は
そ
の
窮
境
の
結
果
の
い
く
つ
か
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
議
会
と
規
制
当
局
は
、
大
企
業
と
中
小
企
業
の
双

方
が
資
金
を
必
要
と
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
企
業
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
自
体
へ
の
対
応
と
同
様
に
、
介
入
が
よ
り
迅
速
か
つ
決
定
的
で
あ
る
ほ
ど
、
流
動
性
［
の
付
与
］
が
倒
産
曲
線
を
平
坦
化
し
、
法
的

倒
産
処
理
制
度
の
破
滅
的
な
失
敗
の
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。

よ
く
議
論
さ
れ
て
き
た
、
倒
産
手
続
に
触
発
さ
れ
た
改
革
、
す
な
わ
ち
、
債
権
者
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
は
、
収
益
不
足
の
企
業

に
対
す
る
保
護
を
手
厚
く
す
る
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
慎
重
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
上
、
か
か
る
禁
止
に
よ
ら
な
く
と

も
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
、
同
じ
利
益
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
権
利
行
使
の
禁
止
は
、
も
は
や
望
ま
し
い
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
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倒
産
手
続
開
始
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
は
自
動
的
に
な
さ
れ
る
。
債
務
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
と
、「
オ
ー
ト
マ

テ
ィ
ッ
ク
ス
テ
イ
」
が
有
効
に
な
り
、
債
権
者
は
債
権
回
収
を
禁
止
さ
れ
、
債
務
者
は
倒
産
手
続
開
始
前
の
債
務
の
支
払
い
を
停
止
で

き
る
よ
う
に
な
る(17
)。
連
邦
議
会
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
監
視
委
員
会
を
創
設
し
た
法
律
や
、
二
〇
〇
三
年
サ
ー
ビ
ス
メ
ン
バ
ー
民
事
救

済
法
に
関
連
し
て
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
と
同
様
に
、
倒
産
手
続
開
始
を
正
式
に
申
し
立
て
て
い
な
い
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
禁
止
を

一
時
的
に
規
定
し
た
。
現
在
、
同
様
の
負
担
が
課
さ
れ
た
場
合
、
消
費
者
お
よ
び
企
業
は
、
潜
在
的
に
壊
滅
的
な
家
賃
ま
た
は
住
宅

ロ
ー
ン
の
支
払
い
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
当
た
り
的
に
な
さ
れ
る
権
利
行
使
禁
止
の
仕
組
み
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
連
邦
住
宅
抵

当
公
庫
（
Fannie
M
ae）
や
連
邦
住
宅
金
融
抵
当
公
庫
（
Freddie
M
ac）、
お
よ
び
そ
の
他
の
政
府
ま
た
は
政
府
が
後
援
す
る
住
宅

ロ
ー
ン
代
理
店
は
、
一
部
の
ケ
ー
ス
で
は
民
間
の
貸
し
手
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
債
務
の
一
時
的
な
繰
り
延
べ
を
発
表

し
た(18
)。
多
く
の
州
は
、
救
済
を
提
供
す
る
た
め
に
、
立
退
き
の
手
続
を
一
時
停
止
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
措
置
を
採
っ
て

い
る(19
)。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
が
説
明
し
た
、
倒
産
手
続
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
権
利
行
使
の
禁
止
は
、
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
戦
略
の

よ
り
普
遍
的
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
倒
産
裁
判
官
、
弁
護
士
、
お
よ
び
大
学
教
授
か
ら
成
る
有
力
な
団
体
で
あ
る
、
全
米

倒
産
法
会
議
（
T
he
N
ationalBankruptcy
Conference）
は
、
他
の
研
究
者
（
筆
者
自
身
を
含
む
）
と
同
様
に
、
倒
産
手
続
を
介

さ
な
い
一
時
的
な
権
利
行
使
の
禁
止
を
提
唱
し
た(20
)。

倒
産
手
続
を
介
さ
な
い
権
利
行
使
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、「
借
金
を
し
て
借
金
を
返
す
（
rob
Peter
to
pay
Paul）」
リ
ス
ク
が
あ

る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
権
利
行
使
禁
止
の
効
果
に
よ
り
、
小
規
模
事
業
者
が
そ
の
不
動
産
賃
貸
人
へ
の
支
払
い
を

停
止
で
き
る
場
合
、
不
動
産
賃
貸
人
自
身
の
窮
境
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
権
利
行
使
の
禁
止
は
、
小
規
模
事
業
者
が
必
要
と
す

る
政
府
の
支
援
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
不
動
産
賃
貸
人
を
救
済
す
る
必
要
性
が
高
ま
る(21
)。
私
見
に
よ
れ
ば
、
権
利
行
使
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の
禁
止
効
は
、
す
で
に
、
場
当
た
り
的
に
、
き
わ
め
て
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
包
括
的
な
効
果
の
付
与
を
採
用
す
る
こ
と
は
も

は
や
意
味
が
な
い
。
権
利
行
使
の
禁
止
を
規
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
期
間
は
、
全
米
倒
産
法
会
議
が
提
唱
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
そ

ら
く
三
ヶ
月
ま
で
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
危
機
の
当
初
の
時
点
と
比
べ
て
、
権
利
行
使
を

禁
止
す
る
利
点
は
、
現
時
点
で
は
、
小
さ
く
、
費
用
は
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

法
的
倒
産
処
理
制
度
へ
の
負
担
を
制
限
す
る
た
め
、
倒
産
手
続
外
で
行
わ
れ
る
最
良
の
戦
略
は
、
立
法
機
関
や
行
政
機
関
が
Ｃ
Ａ
Ｒ

Ｅ
Ｓ
法
、
新
し
い
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
お
よ
び
そ
の
他
の
規
制
を
通
じ
て
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
流
動
性
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
、
消
費
者
お
よ
び

企
業
が
倒
産
手
続
を
申
し
立
て
る
必
要
性
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
で
あ
る
。

オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続

企
業
が
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
場
合
、
そ
の
手
続
は
で
き
る
限
り
簡
素
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
戦

略
の
一
つ
は
、
多
数
の
第
一
一
章
手
続
の
債
務
者
が
す
で
に
用
い
て
い
る
手
法
、
す
な
わ
ち
「
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
倒
産
手
続
」
を

創
造
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
倒
産
手
続
で
は
、
債
務
者
は
倒
産
手
続
開
始
前
に
、
債
務
再
構
築
（
a
restructuring
ofits
debt）
に
つ

い
て
交
渉
し
、
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
と
と
も
に
、
ま
た
は
そ
の
直
後
に
、
再
建
計
画
案
を
提
出
す
る(22
)。
第
一
一
章
手
続
は
、
手
続

開
始
前
に
、
債
務
者
に
議
決
権
の
行
使
を
求
め
る
こ
と
を
明
文
で
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
手
続
に
必
要
な
時
間
は
大
幅
に
短
縮

さ
れ
る(23
)。
こ
の
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
べ
て
の
企
業
債
務
者
に
と
っ
て
現
実
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
手

法
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
一
般
に
、
社
債
の
よ
う
な
、
単
一
の
ク
ラ
ス
の
負
債
を
再
構
築
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外

の
債
務
を
継
続
的
に
弁
済
し
た
い
企
業
で
あ
る
。
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
を
選
択
す
る
企
業
は
、
最
短
三
〇
日
で
、
債
務
を
再
構
築
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し
、
手
続
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
窮
境
に
直
面
し
て
い
る
企
業
の
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
規
制
当
局
は
、「
定
型
化
さ
れ
た
（
cookie
cutter）」

プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
倒
産
手
続
を
複
数
用
意
し
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
経
済
学
者
Joseph
Stiglitz
教
授
と
そ
の
共
著
者
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
こ
れ
と
少

し
類
似
し
た
戦
略
を
提
案
し
て
い
た
。
Stiglitz
教
授
が
「
超
第
一
一
章
手
続
（
Super
Chapter
11）」
と
呼
ん
だ
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
お
そ
ら
く
は
行
政
手
続
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
多
数
の
企
業
の
債
務
を
自
動
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
を
要

求
し
た(24
)。
超
第
一
一
章
手
続
の
提
案
は
、
効
率
的
な
法
的
倒
産
手
続
を
持
た
な
い
国
々
に
お
い
て
、
そ
の
代
替
手
段
と
し
て
設
計
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
米
国
で
は
、
通
常
の
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
倒
産
手
続
を
利
用
す
れ
ば
、
よ
り
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
方
法
で
、

同
様
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
た
と
え
ば
、
法
的
ま
た
は
資
本
構
造
の
要
因
を
考
慮
に
入
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
特
定
の
企
業
に
と
っ
て
、
概
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
の
職
員
を
新
規
に
雇
用
し
、
新
し
い

枠
組
み
を
設
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う(25
)。
従
来
の
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
を
利
用
す
る
債
務
者
は
、
通
常
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
を
必
要
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
現
在
の
環
境
で
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
企
業
に
は
、
そ
う
し
た
融
資
が
不
可
欠
で
あ
ろ

う
。
適
切
な
債
務
者
へ
の
融
資
条
件
と
し
て
、
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
の
利
用
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
規
制
当
局
は
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー

ジ
型
手
続
を
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
戦
略
に
対
す
る
最
大
の
障
害
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
基
づ
く
融
資

の
制
限
で
あ
る
。
同
法
第
一
三
条
（
三
）
に
基
づ
き
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
有
す
る
緊
急
貸
付
権
限
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
倒
産
し
た
企
業
に
融
資
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
基
づ
く
五
〇
〇
〇
億
ド
ル
の
資
金
調
達
は
、
と
り
わ
け
大
企
業
へ
の
資
金
提
供
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
第
一
三
条
（
三
）
に
基
づ
い
て
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
設
立
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
ら
か
に
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
三
五
〇
〇
億
ド
ル
の
小
規
模
事
業
者
向
け
融
資
と
補
助
金
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
な
い
。
し
か
し
、
通
常
、
法
的
倒
産
手
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続
の
開
始
は
、
こ
の
資
金
が
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
融
資
に
と
っ
て
、
欠
格
事
由
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
事
業
者
は
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
融
資
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い(26
)。）

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
が
改
正
さ
れ
な
い
場
合
、
こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
融
資
が
、

倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
前
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
の
利
用
促
進
と
い
う
戦

略
は
、
か
か
る
制
限
に
よ
っ
て
、
著
し
く
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
実
際
上
、
債
務
者
が
ま
ず
規
制
当
局
の
と
こ
ろ
に
先
に
来
て
、

そ
の
後
、
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
ほ
う
が
、
規
制
当
局
に
と
っ
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
が
容
易
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
の
利
用
を
促
進
す
る
戦
略
は
、
単
一
の
ク
ラ
ス
の
債
務
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
著
し
い
症
状
の
改
善
が

見
込
ま
れ
る
企
業
に
と
っ
て
、
最
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
無
担
保
社
債
の
債
務
を
再
構
築
す
る
た
め
に
プ
リ
パ
ッ

ケ
ー
ジ
型
手
続
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。
現
在
の
危
機
の
も
と
で
、
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
は
、
社
債
よ
り
も
、
多
く
の
中
規
模
企
業

が
負
担
し
て
い
る
、
後
順
位
の
被
担
保
債
務
に
も
機
能
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

売
却
に
よ
る
資
本
構
成
の
変
更

プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
は
、
第
一
一
章
手
続
の
議
決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
を
簡
略
化
す
る
が
、
二
番
目
の
戦
略
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
完
全
に
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。
債
務
者
が
会
社
の
資
産
の
一
部
ま
た
は
す
べ
て
を
売
却
す
る
こ
と
を
望
む
場
合
、
必
要
な
の
は
、

告
知
、
聴
聞
、
お
よ
び
倒
産
裁
判
官
の
許
可
の
み
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
倒
産
法
の
条
文
か
ら
「
三
六
三
条
セ
ー

ル
」
と
呼
ば
れ
、
会
社
全
体
の
売
却
に
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
下
で
、
債
務
者
は
し
ば
し
ば
「
ス
ト
ー
キ
ン

グ
ホ
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
る
入
札
者
を
選
択
し
、
一
―
二
ケ
月
に
渡
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
競
合
す
る
入
札
が
な

さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
債
務
者
は
入
札
者
を
選
択
し
、
裁
判
所
に
落
札
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
る
。
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今
で
も
、
既
存
の
三
六
三
条
セ
ー
ル
の
手
続
は
、
多
く
の
債
務
者
に
と
っ
て
、
有
用
で
あ
る
。
現
在
の
危
機
に
よ
り
、
多
く
の
潜
在

的
な
バ
イ
ヤ
ー
の
流
動
性
資
産
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
激
減
し
た
が
、
資
金
力
の
あ
る
バ
イ
ヤ
ー
は
、
今
こ
の
時
機
を
魅
力
的
な
購
入
機
会

と
見
な
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
企
業
に
と
っ
て
、
市
場
は
効
果
的
に
機
能
し
な
い
。
潜
在
的
な
購
入
者
自
身
が
流
動
性
に
制
約
さ
れ
る
場
合
、

既
存
の
三
六
三
条
セ
ー
ル
は
魅
力
的
な
オ
プ
シ
ョ
ン
と
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
あ
る
意
味
「
自
己
売
買

（
sale
to
self）」
と
い
う
内
部
の
売
買
を
通
し
て
、
そ
の
会
社
の
資
本
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
が
あ
る
。
債
務
者
は
、

資
産
と
担
保
付
債
権
を
新
た
な
法
主
体
に
譲
渡
し
、
株
式
と
後
順
位
の
債
務
は
既
存
の
法
主
体
に
残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
新
た

な
法
主
体
の
株
式
は
、
後
順
位
債
務
に
分
配
さ
れ
、
株
式
は
お
そ
ら
く
消
滅
す
る
。
連
邦
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
、

制
度
上
重
要
な
金
融
機
関
が
窮
境
に
陥
っ
た
場
合
、
二
〇
一
〇
年
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
る(27
)。

政
府
は
、
既
存
の
三
六
三
条
セ
ー
ル
か
、
自
己
売
却
の
い
ず
れ
か
を
提
案
す
る
と
い
う
会
社
の
合
意
が
あ
る
こ
と
を
融
資
の
条
件
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
規
制
当
局
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
場
合
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
大
規
模
な
金
融
機
関
に

対
し
て
行
っ
た
よ
う
に
、
取
引
が
ど
の
よ
う
に
進
む
と
考
え
て
い
る
か
を
事
前
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
勝
者
と
敗
者

を
選
ん
だ
と
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
限
り
、
売
却
の
プ
ロ
セ
ス
の
標
準
化
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
、
政
府
は
、

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
社
と
ゼ
ネ
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ
社
を
再
建
す
る
た
め
に
、
よ
り
精
巧
な
「
自
己
売
買
（
sale
to
self）」
戦
略
を
採
用
し

た
。
こ
れ
ら
の
取
引
は
、
現
在
、
成
功
し
た
も
の
と
広
く
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
大
い
に
物
議
を
醸
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
と
り

わ
け
、
そ
の
戦
略
が
他
者
よ
り
も
特
定
の
法
主
体
を
贔
屓
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。
上
述
し
た
、
単
純
な
資
本
構
成
の

変
更
の
よ
う
な
、
よ
り
単
純
で
よ
り
標
準
化
さ
れ
た
売
却
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
不
満
を
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
。
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Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
活
用

法
的
倒
産
処
理
制
度
を
創
造
的
に
活
用
す
る
た
め
の
最
後
の
機
会
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
業
再
建
の
た

め
に
し
ば
し
ば
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
新
た
な
リ
ス
ク
と
貸
し
手
自
身
の
流
動
性
に
対
す
る
懸
念
の
両
方

が
原
因
で
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
市
場
は
深
刻
な
ス
ト
レ
ス
を
受
け
て
い
る
。
政
府
が
介
入
し
な
い
限
り
、
債
務
者

は
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
確
保
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
債
務
者
が
再
建
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
報
告
書
全
体
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
明
白
な
解
決
策
は
、
政
府
が
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
直
接
提
供
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
解
決
策
に
は
、
企
業
の
資
金
調
達
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
、
政
府
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
よ
り
、
必
要
な
場
合
に
倒
産
手
続
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
主
な
障
害
は
倒
産
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
自
体
に
由
来
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
政
府
は
、
Ｇ
Ｍ
社
と
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
社
の
倒
産
事
件
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
資
金
提
供
者
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
は
、
一
三
条
（
三
）
に
基
づ
く
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
権
限
に
資
金
提
供
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
、

倒
産
手
続
に
あ
る
企
業
へ
の
融
資
を
禁
止
し
、
政
府
が
従
来
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
提
供
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
制
限
は
、
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
企
業
に
で
は
な
く
、
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
前
の
企
業
に
（
ま
た
は
倒
産
手
続
に
お

け
る
事
業
譲
渡
の
結
果
生
じ
る
新
し
い
事
業
法
人
に
）
貸
し
付
け
る
こ
と
で
、
巧
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
連
邦
議

会
は
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
融
資
の
禁
止
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
修
正
・
簡
素
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

直
接
的
な
融
資
戦
略
に
は
重
大
な
欠
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
略
が
採
ら
れ
な
い
場
合
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
民
間
の
貸
し
手
を
閉
め
出
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
政
府
の
資
金
を
よ
り
創
造
的
に
活
用
す
る
方
法
を
示
す
。

政
府
の
融
資
と
民
間
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
二
者
択
一
の
選
択
肢
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
政
府
は
、
民
間
の
貸
し
手
に
な
り
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代
わ
る
の
で
は
な
く
、
融
資
等
の
一
部
を
連
携
し
て
実
行
す
れ
ば
よ
い
。
政
府
は
、
融
資
の
一
部
を
引
き
受
け
る
か
、
ま
た
は
保
証
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
融
資
に
際
し
、
そ
の
リ
ス
ク
の
二
〇
％
ま
た
は
二
五
％
を
優
先
し
て
負
担
す
る
こ
と
に
同
意
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
、
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｓ
法
に
基
づ
い
て
融
資
を
行
う
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ

と
よ
く
似
て
い
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
提
供
を
目
的
と
し
た
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
企
業
が
第
一
一
章
手
続
で
必
要
と

す
る
資
金
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
民
間
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
市
場
の
凍
結
を
解
消
す
る
の
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。

官
民
協
調
の
戦
略
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
潜
む
厄
介
な
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
債
務

者
は
、
担
保
の
設
定
さ
れ
て
い
な
い
資
産
、
つ
ま
り
既
存
の
貸
し
手
に
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
資
産
を
有
し
て
い
な
い
。

現
行
法
で
は
、
既
存
の
貸
し
手
に
対
し
そ
の
債
務
全
額
を
弁
済
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
新
し
い
貸
し
手

に
は
、
既
存
の
貸
し
手
に
勝
る
優
先
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い(28
)。
政
府
が
既
存
の
貸
し
手
と
協
力
し
、
最
初
の
損
失
を
負
担
す

る
こ
と
に
同
意
す
れ
ば
、
こ
の
難
問
は
回
避
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

直
接
的
な
資
金
提
供
を
行
う
戦
略
は
、
第
一
一
章
手
続
事
件
に
つ
い
て
、
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
や
事
業
譲
渡
型
の
手
続
を
構
成

す
る
際
に
、
最
適
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
り
伝
統
的
な
第
一
一
章
手
続
事
件
に
つ
い
て
は
、
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
民
間
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
継
続
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
基
準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
の
下

で
、
ど
ち
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
連
邦
議
会
が
、
政
府
の
融
資
や
補
助
金
に
つ
い
て
存
在
す
る
、
法
的
倒

産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
債
務
者
に
対
す
る
制
限
を
撤
廃
す
る
場
合
、
政
府
の
関
与
は
よ
り
小
さ
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

法
的
倒
産
処
理
制
度
の
強
化

法
的
倒
産
手
続
に
す
で
に
存
在
す
る
手
段
を
創
造
的
に
活
用
し
、
流
動
性
を
改
善
す
る
べ
く
、
組
織
的
な
活
動
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
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今
後
数
ヶ
月
は
法
的
倒
産
処
理
制
度
に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
今
回
の
危
機
と
そ
の
余
波
の
最
中
に
、
裁
判
所

が
負
担
過
重
に
陥
れ
ば
、
最
終
手
段
と
し
て
機
能
す
る
法
的
倒
産
処
理
手
続
の
実
効
性
に
対
し
、
深
刻
な
リ
ス
ク
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

最
後
の
問
題
は
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
自
体
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
件
数
の
急
増
を
よ
り
適
切
に
調
整
で
き
る

か
、
あ
る
い
は
、
制
度
自
体
が
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

過
去
に
は
、
負
担
過
重
に
喘
い
だ
裁
判
所
が
、
そ
れ
ほ
ど
混
雑
し
て
い
な
い
地
区
の
裁
判
所
か
ら
裁
判
官
を
一
人
な
い
し
複
数
借
り

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
、
大
規
模
な
第
一
一
章
手
続
事
件
が
多
数
押
し
寄
せ
た
と
き
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、

数
年
に
渡
り
、
他
の
地
区
の
裁
判
所
か
ら
裁
判
官
を
借
り
た
。
い
く
つ
か
の
地
区
の
裁
判
所
は
、
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
件
数
の
急
増

に
見
舞
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
負
担
の
一
部
を
軽
減
す
る
た
め
に
利
用
で
き
る
。

裁
判
官
を
移
動
さ
せ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
り
多
く
の
裁
判
官
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
危
機
が

無
期
限
に
続
く
と
思
わ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
立
法
担
当
者
が
新
た
に
裁
判
官
の
数
（
new
judicialpositions）
を
増
や
す
こ
と

を
た
め
ら
う
と
し
て
も
、
非
常
勤
の
倒
産
裁
判
官
の
職
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
。
連
邦
議
会
は
過
去
に
こ
れ
を
行
っ
て
き
た
。
実
際
上
、

現
在
で
も
五
年
間
の
一
時
的
な
任
期
を
務
め
て
い
る
非
常
勤
の
倒
産
裁
判
官
は
一
八
人
（
全
体
で
三
五
〇
人
中
）
い
る
。
よ
り
多
く
の

非
常
勤
裁
判
官
を
す
ば
や
く
任
命
し
、
倒
産
裁
判
所
へ
の
財
源
を
増
や
す
こ
と
で
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を

担
う
た
め
の
備
え
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
米
国
倒
産
実
務
家
協
会
（
the
A
m
erican
Bankruptcy
Institute）
な
ど
の
民
間
組
織
は
、

今
後
数
ケ
月
以
内
に
倒
産
事
件
に
取
り
組
む
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
、
倒
産
事
件
の
処
理
経
験
の
な
い
弁
護
士
に
対
し
、
全
国
的

な
研
修
の
場
を
提
供
し
、
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

米
国
の
法
的
倒
産
処
理
制
度
は
、
一
般
に
、
と
て
も
実
効
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
危
機
環
境
で
は
重
大
な
障
害
に
直
面

す
る
。
法
的
倒
産
処
理
制
度
が
、
経
済
を
安
定
化
さ
せ
る
種
々
の
努
力
に
対
し
、
最
終
手
段
と
し
て
効
果
的
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
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Ｆ
Ｒ
Ｂ
と
財
務
省
は
、
す
で
に
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
新
し
い
倒
産
事
件
数
を
最
小
限
に
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
機

関
は
、
創
造
的
な
方
法
で
、
第
一
一
章
手
続
の
再
構
築
プ
ロ
セ
ス
に
介
入
す
る
準
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

(1
)
筆
者
は
、
こ
の
歴
史
に
つ
い
て
、
D
avid
A
.
Skeel,
Jr.,
D
ebt̓s
D
om
inion:
A
H
istory
of
Bankruptcy
Law
in
A
m
erica,

Princeton
U
niversity
Press,2015
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(2
)
倒
産
事
件
の
申
立
件
数
に
つ
い
て
は
、
米
国
倒
産
実
務
家
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
の
こ
と
（
http://abi-org.s3.am
azonaw
s.

com
/N
ew
sroom
/Bankruptcy_Statistics/T
otal-Business-Consum
er1980-Present.pdf
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
）。

(3
)
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
の
い
く
つ
か
は
、
他
の
倒
産
法
研
究
者
と
の
議
論
を
通
じ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
経
済
危
機
に
関
す
る
、

よ
り
早
期
の
優
れ
た
分
析
と
し
て
、
Edw
ard
R.M
orrison
&
A
ndrea
C.Saavedra,“Bankruptcy̓
s
Role
in
the
CO
V
ID
-19
Crisis”

(A
pril
7,2020);A
urelio
Gurrea-M
artinez,“Insolvency
Law
in
T
im
es
of
CO
V
ID
-19”
(A
pril
3,2020)が
あ
る
。
さ
ら
に
、

K
enneth
A
yotte
&
D
avid
Skeel,“Bankruptcy
Law
N
eeds
a
Boostfor
Coronavirus,”W
allStreetJournal,M
arch
30,2020
も

参
照
の
こ
と
。

(4
)
か
か
る
統
計
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
http://abi-org.s3.am
azonaw
s.com
/N
ew
sroom
/Bankruptcy_Statistics/T
otal-Business-

Consum
er1980-Present.pdf
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
を
参
照
の
こ
と
。

(5
)
大
企
業
の
負
債
は
二
〇
〇
八
年
に
六
・
六
兆
ド
ル
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
四
四
％
）
に
達
し
、
そ
の
後
一
〇
兆
ド
ル
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
四
八
％
）
に

増
大
し
た
。
中
小
企
業
に
は
さ
ら
に
五
・
五
兆
ド
ル
の
負
債
が
あ
る
（
す
べ
て
の
企
業
債
務
に
つ
い
て
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
七
四
％
）。
M
ayra

Rodriguez
V
alladares,“U
.S.Corporate
D
ebt
Continues
to
Rise
A
s
D
o
Problem
Leveraged
Loans,”
Forbes.Com
,July
25,

2019
ま
た
、
John
J.Rapisardi&
Jacob
T
.Beisw
enger,“T
he
2020
Econom
ic
Crisis:A
H
istoricalPerspective
on
Global

Econom
ic
D
istress
and
the
U
nique
Im
pactthe
CO
V
ID
-19
Crisis
W
illH
ave
on
U
.S.Restructurings,”O
M̓
elveny
&
M
yers

LLP
(2020)も
参
照
の
こ
と
。

(6
)
Edw
ard
R.M
orrison,“Bankruptcy
D
ecision
M
aking:A
n
Em
pirical
Study
of
Continuation
Bias
in
Sm
all
Business

Bankruptcies,”
Journal
of
Law
&
Econom
ics
50
(2007):381.

(7
)
A
rturo
Bris,Ivo
W
elch,&
N
ing
Zhu,“T
he
Costs
ofBankruptcy,”JournalofFinance
61
(2006):1253;Elizabeth
W
arren
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&
Jay
Law
rence
W
estbrook,“T
he
Success
ofChapter
11:A
Challenge
to
the
Critics,”M
ichigan
Law
Review
107
(2009):

603;D
ouglas
G.Baird
&
Edw
ard
R.M
orrison,“SerialEntrepreneurs
and
Sm
allBusiness
Bankruptcy,”
Colum
bia
Law

Review
105
(2005):2310.

(8
)
た
と
え
ば
、
D
ouglas
G.Baird,“Chapter
11̓s
Expanding
U
niverse,”T
em
ple
Law
Review
87
(2015):975,978（
か
か
る
動

向
を
記
述
し
て
い
る
）
を
参
照
の
こ
と
。

(9
)
数
百
人
の
研
究
者
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
公
開
書
簡
を
参
照
の
こ
と
（
“Econom
ics,Law
and
Finance
Professors
from
M
ajor

U
niversities
W
rite
to
Congress:̒
Bail
O
ut
People
Before
Large
Corporations̓
”(M
arch
24,2020),available
at
https://

prom
arket.org/2020/03/24econom
ics-and-finance-professors-from
-m
ajor-universities-w
rite-to-congress-bail-out-peoplebefo

re-large-corporations/
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
）。

(10
)
John
R.Graham
,H
yunseob
K
im
,Si
Li
&
Jiaping
Q
ui,“Em
ployee
Costs
of
Corporate
Bankruptcy”(June
2019).

(11
)
M
orrison
&
Saavedra
は
、
近
時
の
論
攷
で
、
類
似
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
M
orrison
&
Saavedra,ibid.at
7）。

(12
)
Benjam
in
Iverson,“Getin
Line:Chapter
11
Restructuring
in
Crow
ded
Bankruptcy
Courts,”M
anagem
entScience
64

(2018):5370.

(13
)
Rem
arks
ofBenjam
in
Iverson,European
Corporate
Governance
Institute
Conference
on
““T
he
CO
V
ID
-19
Crisis
and

Its
A
fterm
ath
Corporate
Governance
Im
plications
and
Policy
Challenges”(A
pril
16,2020).

(14
)
Eckbo
ら
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
得
た
債
務
者
の
三
分
の
二
が
、
倒
産
手
続
開
始
前
の
貸
し
手
を
当
て
に
し
て
い
た
こ
と
、
ま

た
、
企
業
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
調
達
が
よ
り
簡
単
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
B.Espen
Eckbo,K
ai

Li,&
W
ei
W
ang,“Rent
extraction
by
super-priority
lenders”(Sept.22,2019),pp.7-8.

(15
)
A
ndrew
Scurria
&
A
isha
A
l-M
uslim
,“Bankruptcy
Loans
T
urn
D
angerous,”W
allStreetJournal,A
pril8,2020
を
参
照

の
こ
と
。

(16
)
場
当
た
り
的
な
救
済
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
場
合
に
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
に
つ
い
て
、
K
enneth
A
yotte
&
D
avid
A
.

Skeel,Jr.,“Bankruptcy
or
Bailouts,”
Journal
of
Corporation
Law
,35
(2010):469
を
参
照
の
こ
と
。

(17
)
11
U
.S.C.section
362(a).
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(18
)
住
宅
ロ
ー
ン
の
支
払
猶
予
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
以
下
か
ら
引
用
し
た
（
https://w
w
w
.forbes.com
/sites/advisor/2020/04/20/m
ort

gage-paym
ents-interrupted-by-covid-19-the-federal-and-state-response/#6b5035254a08
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇

日
）。

(19
)
立
退
き
に
対
す
る
救
済
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
（
https://docs.google.com
/spreadsheets/u/1/d/e/2PA
CX
-

1vT
H
8dU
Ibfnt3X
52T
rY
3dEH
Q
CA
m
60e5nqo0Rn1rN
Cf15dPGeX
xM
9Q
N
9U
dxU
fEjxw
vfT
K
zbCbZxJM
dR7X
/pubhtm
l#
原

文
マ
マ
）。

(20
)
Letter
from
N
ationalBankruptcy
Conference
to
Speaker
Pelosi,Rep.M
cCarthy
and
Sens.M
cConnelland
Schum
er

(M
arch
22,2020).

(21
)
債
務
者
と
履
行
義
務
の
あ
る
当
事
者
の
双
方
が
一
時
停
止
に
同
意
す
る
よ
う
な
自
主
的
な
取
組
み
に
つ
い
て
、
Jonathan
C.Lipson
&

N
orm
an
M
.
Pow
ell,“D
on̓
t
Just
D
o
Som
ething—
Stand
T
here!
A
M
odest
Proposal
for
a
M
odel
Standstill/T
olling

A
greem
ent,”
Business
Law
T
oday
(A
pril
14,2020)を
参
照
。

(22
)
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
倒
産
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
、
Robert
K
.Rasm
ussen
&
RandallS.T
hom
as,“W
hither
the
Race?
A

Com
m
ent
on
the
Effects
of
the
D
elaw
arization
of
Corporate
Reorganizations,”
V
anderbilt
Law
Review
54
(2001):283,

288-89
(2001)を
参
照
。

(23
)
11
U
.S.C.section
1126(b)は
、
債
務
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
前
に
受
け
た
同
意
を
有
効
に
す
る
。

(24
)
M
arcus
M
iller
&
Joseph
Stiglitz,“Bankruptcy
protection
against
m
acroeconom
ic
shocks:
the
case
for
a
S̒uper

Chapter
11̓
”
(D
ecem
ber
1999)、
ま
た
M
arcus
M
iller
&
Joseph
Stiglitz,“Leverage
and
A
sset
Bubbles:
A
verting

A
rm
ageddon
w
ith
Chapter
11?”(M
arch
2010)も
参
照
の
こ
と
。

(25
)
ま
た
、
筆
者
は
、
連
邦
倒
産
法
を
正
式
に
改
正
で
き
る
と
し
て
も
、
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
す
る
た
め
に
そ
う
し

た
改
正
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
全
米
倒
産
法
会
議
は
、
同
様
の
趣
旨
の
連
邦
倒
産
法
改
正
を
提
唱
し
て
い
る
。
Letter
from

N
ationalBankruptcy
Conference
to
Speaker
Pelosi,Rep.M
cCarthy
and
Sens.M
cConnelland
Schum
er
(A
pril15,2020).

(26
)
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
し
て
こ
れ
ら
の
資
金
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
T
hom
as
Salerno
et
al,“T
his
D
IP

Loan
Broughtto
Y
ou
by
Som
eone
W
ho
CA
RES!(O
r
I̓̒m
From
the
Governm
entA
nd
I̓m
H
ere
T
o
H
elp
Y
ou,”A
m
erican
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Bankruptcy
Institute
(2020)を
参
照
。
本
報
告
書
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
当
初
の
三
五
〇
〇
億
ド
ル
の
資
金
は
す
べ
て
コ
ミ
ッ
ト
さ
れ
て

お
り
、
連
邦
議
会
議
員
ら
は
追
加
の
三
〇
〇
〇
億
ド
ル
の
資
金
調
達
に
合
意
し
た
。

(27
)
John
Bovenzi,RandallGuynn,and
T
hom
as
Jackson,T
oo
Big
to
Fail:T
he
Path
to
a
Solution
26-27
(Bipartisan
Policy

Center,M
ay
14,2013)を
参
照
の
こ
と
。

(28
)
既
存
の
貸
し
手
に
は
「
適
切
な
保
護
」
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
11
U
.S.C.section
364(d)）。

訳
者
あ
と
が
き

一

要
旨

D
avid
Skeel教
授
は
、
こ
の
未
曾
有
の
事
態
へ
の
対
処
と
し
て
、
倒
産
裁
判
所
お
よ
び
そ
こ
で
行
わ
れ
る
倒
産
処
理
ス
キ
ー
ム
を

中
核
に
据
え
、
そ
れ
ら
に
強
く
信
頼
を
置
く
点
で
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
Joseph
Stigliz
教
授
ら
が
提
唱
す
る
「
超
第

一
一
章
手
続
」
構
想
と
対
照
的
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
か
つ
て
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
と
な
っ
た
W
illiam

O
.D
ouglas
は
、
未
曽
有
の
企
業
倒
産
に
直
面
し
た
際
、
裁
判
所
お
よ
び
倒
産
実
務
家
を
信
頼
せ
ず
、
証
券
取
引
委
員
会
の
関
与
を

是
と
し
た
も
の
の
、
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る(iii
)。
経
済
危
機
時
の
事
業
再
生
に
つ
い
て
、
誰
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
の

か
は
、
彼
の
地
で
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
難
問
で
あ
る
。

Skeel教
授
は
、
過
去
の
経
済
危
機
だ
け
で
な
く
、
直
近
の
ド
ッ
ト
コ
ム
・
バ
ブ
ル
（
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
）
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
る
金
融
不
況
（
二
〇
〇
八
年
）
の
そ
れ
と
も
今
回
は
異
な
り
、
莫
大
な
倒
産
事
件
数
が
直
ち
に
生
じ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
か

ら
、
裁
判
所
の
「
医
療
崩
壊
」
を
回
避
す
る
た
め
、
covid-19
の
感
染
者
数
を
如
何
に
し
て
抑
制
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
と
同
様

に
、
倒
産
事
件
数
の
上
昇
カ
ー
ブ
を
平
滑
化
す
る
重
要
性
を
導
く
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
、
司
法
の
役
割
が
不
可
欠
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で
あ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
が
負
担
過
重
に
陥
っ
た
場
合
、
本
来
再
建
さ
れ
る
べ
き
企
業
が
清
算
さ
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
学
の
Benjam
in
Iverson
准
教
授
の
実
証
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
か
か

る
平
滑
化
の
た
め
に
は
、
連
邦
議
会
や
規
制
当
局
に
よ
る
助
成
金
や
融
資
が
重
要
と
な
り
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
な
ど
の
意
義
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

も
っ
と
も
、
か
か
る
資
金
繰
り
の
保
障
は
、
今
回
の
経
済
危
機
前
か
ら
そ
の
事
業
に
問
題
を
抱
え
、
窮
境
に
あ
る
企
業
を
救
済
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
今
回
の
経
済
停
止
に
よ
る
「
需
要
の
蒸
発
」
に
よ
り
資
金
繰
り
に
行
き
詰

ま
る
企
業
の
救
済
が
前
提
に
な
る
。
と
は
い
え
、
立
法
機
関
や
行
政
機
関
が
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
や
そ
の
他
規
制
を
通
じ
て
行
う
資
金
繰

り
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
、
法
的
倒
産
処
理
制
度
を
申
し
立
て
る
必
要
性
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
、
立
法
や
行
政
規
制
に
よ
る
資
金
繰
り
サ
ポ
ー
ト
が
展
開
さ
れ
た
と
し
て
も
、
相
当
数
の
倒

産
事
件
が
裁
判
所
に
申
し
立
て
ら
れ
る
と
の
認
識
が
Skeel教
授
に
は
あ
る
。
こ
う
し
た
倒
産
事
件
の
「
津
波
」
に
対
処
す
る
に
は
、

現
行
第
一
一
章
手
続
に
問
題
が
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
現
行
法
は
、
一
九
世
紀
末
の
鉄
道
会
社
の
破
綻
を
防
止
す
る
た
め
に
採
用
さ

れ
た
英
知
の
結
集
で
も
あ
る
が
、
今
回
の
経
済
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
改
善
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
が
手
続
の
簡
素
化
で
あ
る
。
現
行
第
一
一
章
手
続
は
、
担
保
権
者
や
株
主
な
ど
、
複
数
の
利
害
関
係
人
の
組
を
手
続
に
取
り
込
ん

で
利
害
の
調
整
を
図
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
負
担
を
考
え
た
場
合
に
、
こ
う
し
た
処
理
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る

こ
と
で
、
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
が
起
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
を
活
用
し
た
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
倒

産
処
理
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
利
害
関
係
人
ら
の
事
前
の
交
渉
に
よ
り
、
倒
産
裁
判
所
に
よ
る
ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
な
い
し
権
利
変
更

の
対
象
と
な
る
組
を
一
つ
に
絞
り
込
み
、
超
短
期
の
計
画
認
可
プ
ロ
セ
ス
を
実
現
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
的
整
理
と
私
的

整
理
を
架
橋
し
、
議
決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
を
簡
略
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
円
滑
な
事
業
再
生
を
試
み
る
点
で
、
た
い
へ
ん
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に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

次
に
、
こ
う
し
た
議
決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
省
略
す
る
、
い
わ
ゆ
る
第
二
会
社
方
式
の
事
業
譲
渡
の
活
用
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

通
常
時
と
は
異
な
り
、
経
済
危
機
時
に
お
い
て
は
、
買
い
手
の
資
金
繰
り
も
疲
弊
し
、
そ
の
結
果
、
市
場
が
活
性
化
し
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
。
し
か
し
、「
自
己
売
買
（
sale
to
self）」
と
Skeel教
授
が
呼
称
す
る
、
第
二
会
社
方
式
で
の
事
業
譲
渡
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
市
場
環
境
の
悪
化
に
左
右
さ
れ
る
可
能
性
は
低
く
な
る
。
こ
の
構
想
は
、
す
で
に
米
国
が
経
験
し
た
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
社
や
Ｇ
Ｍ
社

の
破
綻
処
理
に
お
け
る
成
功
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
が
示
さ
れ
る
。
日
本
と
は
異
な
り
、
米
国
で
は
、
窮
境
に
あ
り
法
的
整
理
手
続
を
利
用

す
る
企
業
に
対
し
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
提
供
す
る
市
場
が
存
在
す
る
。
Skeel教
授
は
、
今
回
の
事
態
に
あ
た
り
、
か
か
る
市
場

の
限
界
を
踏
ま
え
、
公
的
資
金
の
活
用
を
考
え
つ
つ
、
一
方
で
、
政
府
に
よ
る
過
度
な
市
場
介
入
に
よ
り
、
既
存
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
市
場
が
毀
損
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
協
調
し
て
融
資
を
行
い
つ
つ
、
政
府
負
担
部
分
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
引

き
下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
た
い
へ
ん
に
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
民
協
調
型
の
融
資
戦
略

は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
解
決
す
る
と
も
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
者
は
、
新
規
の
貸
し
手
に
対
し
提
供
で

き
る
担
保
資
産
を
持
た
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
一
方
、
連
邦
倒
産
法
三
六
四
条
(ｄ
)の
規
律
に
よ
れ
ば
、
既
存
の
貸
し
手
に
対
し

そ
の
債
務
全
額
を
弁
済
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
新
し
い
貸
し
手
に
は
、
既
存
の
貸
し
手
に
勝
る
優
先
権

を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
政
府
が
マ
イ
ナ
ス
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
資
金
提
供
が
ス
ム
ー
ズ
に

な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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二

批
評

Ⅰ

は
じ
め
に
―
「
需
要
の
蒸
発
」
に
抗
う

現
在
、
covid-19
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
社
会
・
経
済
活
動
が
ほ
ぼ
停
止
し
た
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
経
済
基
盤

を
支
え
る
中
小
企
業
の
多
く
は
、
こ
の
間
の
「
自
粛
」
に
よ
る
経
済
活
動
の
停
滞
で
、
資
金
繰
り
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
ま
ま
で
は
死
（
＝
破
産
清
算
）
を
待
つ
し
か
な
い
。
今
回
の
経
済
危
機
の
特
徴
は
、
個
々
の
経
営
の
失
敗
で
は
な
く
、
防
疫
の
観
点

か
ら
行
わ
れ
る
社
会
経
済
活
動
の
停
止
に
よ
る
「
需
要
の
蒸
発
」
に
起
因
し
て
い
る
。
す
で
に
財
務
状
況
が
毀
損
し
て
い
る
企
業
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
財
務
が
健
全
で
、
収
益
性
も
十
分
に
あ
る
「
健
康
な
」
企
業
で
あ
っ
て
さ
え
も
、「
需
要
の
蒸
発
」
と
い
う
他
律
的

な
要
因
に
よ
り
行
き
詰
ま
り
、「
死
」
を
迎
え
破
綻
す
る
。
こ
う
し
た
「
死
（
＝
破
産
に
よ
る
法
人
格
の
消
滅
）」
に
抗
う
た
め
の
対
抗

策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ

こ
れ
ま
で
の
事
業
再
生
ス
キ
ー
ム

通
常
、
経
営
危
機
に
陥
っ
た
企
業
は
、
金
融
債
権
者
（
銀
行
）
の
み
と
債
務
整
理
に
関
す
る
話
し
合
い
を
行
う
（「
私
的
整
理
」）。

単
な
る
債
務
返
済
の
「
リ
ス
ケ
」（
＝
繰
延
べ
）
を
考
え
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
私
的
整
理
の
場
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
金
融
債
権

者
か
ら
債
務
整
理
案
（
＝
リ
ス
ケ
案
）
に
つ
い
て
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
債
務
を
減
額
す
る
の
で
は
な
く
、
少
し

待
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
形
式
で
あ
る
。「
私
的
整
理
」
で
は
、
債
務
者
企
業
の
債
務
を
減
免
す
る
と
い
う
「
抜
本
的
処
理
」
は
好
ま

れ
ず
、
全
員
の
同
意
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
「
抜
本
的
処
理
」
の
た
め
に
、「
法
的
整
理
」
が
利
用
さ
れ
る
。「
法
的
整
理
」
と
は
、
裁
判
所
の
主
宰
す
る
法
的
倒
産

手
続
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
債
権
者
の
多
数
決
に
よ
り
、
債
務
者
企
業
の
債
務
を
減
免
す
る
と
い
う
「
抜
本
的
処
理
」
が
可
能
と
な
る
。
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た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
債
権
額
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
免
責
し
、
残
り
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
一
〇
年
間
で
分
割
弁
済
す
る
、
と
い
っ
た

内
容
の
計
画
が
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
法
的
整
理
に
は
、
金
融
債
権
者
だ
け
で
な
く
、
商
取
引
債
権
者
な
ど
、
多
様
な

利
害
関
係
人
が
参
加
す
る
。
そ
の
た
め
、
中
小
企
業
向
け
の
民
事
再
生
手
続
で
す
ら
、
複
雑
で
重
く
な
る
。

従
来
、
私
的
整
理
と
法
的
整
理
の
間
に
、
必
ず
し
も
十
分
な
連
携
が
図
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
主
宰
す
る
機
関
が

異
な
る
（
た
と
え
ば
、
行
政
庁
と
裁
判
所
な
ど
）
か
ら
で
あ
る
。
適
切
な
比
喩
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
す
れ
ば
「
縦
割
り
」
に
な

り
か
ね
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
今
回
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
今
後
の
研
究
の
た
め
に
は
、
Skeel教
授
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
私
的
整
理
と
法
的
整
理
手
続
を
架
橋
す
る
よ
う
な
ス

キ
ー
ム
を
考
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

Ⅲ

covid-19
危
機
の
特
質
―
「
過
剰
債
務
」
問
題

私
的
整
理
で
あ
れ
、
法
的
整
理
で
あ
れ
、
債
務
返
済
の
リ
ス
ケ
や
債
務
の
減
免
と
い
っ
た
果
実
を
獲
得
す
る
に
は
、
相
当
の
時
間
が

か
か
る
。
そ
の
間
、
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
を
支
え
、
そ
の
破
産
清
算
を
回
避
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
金
融
機

関
等
に
よ
る
追
加
の
融
資
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
は
covid-19
罹
患
者
に
対
す
る
「
酸
素
」
供
給
に
相
当
す
る
。

通
常
、
こ
う
し
た
融
資
に
は
不
動
産
な
ど
の
担
保
設
定
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
倒
産
危
機
に
あ
る
中
小
企
業
に
は
、
担
保
を
設
定
す

る
財
産
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
金
融
機
関
は
、
当
該
企
業
の
事
業
収
益
か
ら
の
回
収
を
想
定
し
、
収
益
予
測
の
も
と
融
資

額
を
決
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
covid-19
に
よ
る
経
済
停
滞
の
特
質
は
、
回
復
の
時
期
が
現
時
点
で
ま
っ
た
く
見
通
せ
な
い

こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
前
に
収
益
性
の
あ
っ
た
健
全
な
企
業
で
す
ら
、
収
益
の
予
測
が
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
り
、
通

常
の
融
資
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
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そ
こ
で
、
政
府
の
支
援
に
よ
る
補
助
金
の
提
供
や
、
金
融
機
関
に
よ
る
緊
急
融
資
に
対
す
る
支
援
が
重
要
に
な
る
。
Skeel教
授
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
裁
判
所
の
「
医
療
崩
壊
」
を
防
ぐ
た
め
の
「
第
一
防
衛
ラ
イ
ン
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
ス
キ
ー

ム
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
や
機
関
に
よ
る
提
言
が
な
さ
れ(iv
)、
政
府
の
前
向
き
な
取
り
組
み
が
進
行
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

問
題
と
な
る
深
刻
な
危
機
は
、
仮
に
こ
う
し
た
融
資
が
中
小
企
業
に
対
し
て
実
行
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
反
復
継
続
す
る
こ
と

で
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
出
口
が
見
通
せ
な
い
今
回
の
危
機
の
特
質
か
ら
、
健
全
な
企
業
が
、
事
業
維
持
の
た
め

融
資
を
受
け
続
け
る
こ
と
で
、「
過
剰
債
務
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
同
様
に
、
公
租
公
課
の
納
付
の
猶
予
を
受
け
た
場
合
に
も
、

「
過
剰
債
務
」
は
生
じ
う
る
。
covid-19
に
よ
る
危
機
の
最
中
に
、
あ
る
い
は
そ
の
危
機
が
去
っ
た
時
点
で
、
収
益
性
の
あ
る
企
業

で
さ
え
、
膨
れ
上
が
っ
た
債
務
を
カ
ッ
ト
す
る
「
抜
本
的
処
理
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

そ
し
て
、
現
在
、
反
対
す
る
債
権
者
が
存
在
し
て
も
、
過
剰
債
務
を
カ
ッ
ト
で
き
る
の
は
、
裁
判
所
の
法
的
整
理
手
続
の
み
で
あ
る
。

日
本
で
も
、
今
後
、
圧
倒
的
な
数
の
倒
産
事
件
の
申
し
立
て
が
全
国
の
裁
判
所
に
「
津
波
」
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
た
場
合
、
裁
判
所
に

も
人
的
・
物
的
限
界
は
あ
り
、
事
件
処
理
の
過
剰
負
担
か
ら
、
い
わ
ば
「
医
療
崩
壊
」
が
起
き
か
ね
な
い
。
米
国
ほ
ど
の
状
況
に
な
る

か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
備
え
は
必
要
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
、
中
長
期
的
な
視
点
に
は
な
る
が
、
Skeel教
授
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
に
対
す
る
必
要
な
予
算
の
投
入
が
前
向
き
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
司
法
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
推
進
の

前
倒
し
は
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
所
職
員
も
含
め
た
人
的
な
体
制
の
充
実
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ

私
的
整
理
と
法
的
整
理
手
続
の
架
橋
―
必
要
な
「
酸
素
」
を
届
け
る
た
め
に

⑴

裁
判
所
の
「
医
療
崩
壊
」
を
防
止
す
る

短
期
的
に
見
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
「
医
療
崩
壊
」
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
倒
産
事
件
数
の
平
滑
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
事
件
数
の
ピ
ー
ク
を
で
き
る
限
り
低
く
し
、
長
い
ス
パ
ン
で
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
医

療
崩
壊
を
抑
制
す
る
た
め
、
罹
患
者
の
数
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
と
い
う
発
想
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
私
的
整
理
と
法
的
整
理
手
続
の
有
機
的
な
架
橋
を
図
る
こ
と
が
不
可
避
と
な
る(v
)。
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
が
悪
化
し

た
場
合
、
で
き
る
限
り
早
い
段
階
で
「
私
的
整
理
」
を
行
い
、
債
権
者
全
員
の
同
意
を
得
て
過
剰
債
務
の
圧
縮
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
に
反
対
す
る
債
権
者
が
一
人
で
も
登
場
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
関
与
が
必
要
と
な
る
け
れ
ど
も
、
無
秩

序
に
倒
産
事
件
が
裁
判
所
に
殺
到
す
る
こ
と
を
回
避
で
き
れ
ば
、
裁
判
所
の
処
理
能
力
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
。

⑵

法
的
整
理
手
続
を
簡
素
化
し
迅
速
化
す
る

私
的
整
理
を
前
捌
き
と
し
て
活
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
的
整
理
手
続
自
体
の
迅
速
化
、
簡
素
化
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

Skeel教
授
は
、
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
倒
産
手
続
と
し
て
、
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
を
経
由
し
、
単
一
の
組
に
よ
る
議
決
と
裁
判
所
の
認
可
手

続
を
示
唆
し
て
い
た
。
日
本
法
で
も
す
で
に
議
論
が
あ
る
よ
う
に
、
私
的
整
理
を
経
由
し
、
金
融
機
関
の
み
を
対
象
と
し
て
法
的
整
理

を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
簡
易
・
迅
速
に
計
画
の
認
可
を
獲
得
で
き
る
よ
う
な
方
策
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、
再
生
債
権
の
調
査
・
確
定
手
続
や
議
決
権
行
使
手
続
の
簡
素
化
な
ど
、
検
討
す
る
べ
き
課
題
は
多
い
け
れ
ど
も
、
倒
産
法
理

論
上
、
も
っ
と
も
厄
介
な
点
は
、
裁
判
所
に
よ
る
「
事
業
遂
行
可
能
性
」（
民
事
再
生
法
一
七
四
条
二
項
二
号
）
の
判
断
を
ど
う
規
律

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
再
生
債
務
者
と
そ
の
計
画
案
に
賛
同
す
る
多
数
債
権
者
の
考
え

と
、
裁
判
所
の
そ
れ
が
対
立
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
手
続
の
簡
素
化
を
進
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
要
件
の
規
律
如
何
に
よ
り
、

債
務
者
企
業
は
清
算
さ
れ
て
し
ま
う
。
難
問
で
あ
る(vi
)。

Skeel教
授
は
、
議
決
権
行
使
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
、
事
業
譲
渡
を
位
置
付
け
て
い
る
。
と
く
に
、
covid-19
に
よ
る
危
機
で

市
場
が
機
能
せ
ず
買
い
手
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
Ｇ
Ｍ
社
の
よ
う
な
自
己
売
買
（
sale
to
self）
の
有
用
性
を
指
摘
す
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る
。
し
か
し
、
日
本
法
で
問
題
と
な
る
の
は
行
政
庁
の
許
認
可
の
処
理
で
あ
る
。
医
療
法
人
（
非
営
利
法
人
）
の
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
、

こ
の
法
人
を
適
用
対
象
と
す
る
民
事
再
生
法
に
は
、
更
生
計
画
に
基
づ
き
行
政
庁
の
許
認
可
に
か
か
る
権
利
義
務
を
新
会
社
に
移
転
す

る
よ
う
な
規
律
（
会
社
更
生
法
二
三
一
条
）
が
存
在
し
な
い
。
covid-19
に
よ
る
危
機
に
よ
り
医
療
法
人
の
倒
産
が
予
想
さ
れ
る
と

こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
欠
缺
を
ど
の
よ
う
に
補
充
す
る
か
、
ま
た
な
ぜ
計
画
で
あ
れ
ば
許
認
可
の
問
題
が
ク
リ
ア
で
き
る
の
か
、
等
が
考

究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る(vii
)。

こ
う
し
て
、「
私
的
整
理
を
経
由
し
た
後
、
裁
判
所
に
お
い
て
抜
本
的
処
理
を
行
う
事
例
」
を
成
功
に
導
く
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
り

目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
近
々
、
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
が
全
国
で
展
開
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
件
を
可

能
な
限
り
フ
ォ
ロ
ー
し
、
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
帰
結
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
そ
の
実
証
的
な
分
析
結
果
を
社
会
に
対
し
て
詳
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

⑶

Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る

過
剰
債
務
の
抜
本
的
処
理
の
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、「
時
間
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
「
私
的
整
理
を
経
由
し

た
後
、
裁
判
所
に
お
い
て
抜
本
的
処
理
を
行
う
事
例
」
の
場
合
、
収
益
が
あ
げ
ら
れ
な
い
中
、
相
当
程
度
の
期
間
、
債
務
者
企
業
の
事

業
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
も
の
が
、
倒
産
危
機
に
あ
る
企
業
に
対
し
て
無
担
保
で
貸
付
を
行
う
「
Ｄ
Ｉ

Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
融
資
で
あ
る
。

私
的
整
理
段
階
で
な
さ
れ
た
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
り
生
じ
た
金
融
債
権
は
、
既
存
の
金
融
債
権
者
の
同
意
に
よ
り
、
優
先
的

地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
民
事
再
生
手
続
の
よ
う
な
法
的
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
申
立
て
後
、
開
始
決
定
前
に
な

さ
れ
た
か
か
る
融
資
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
許
可
の
も
と
優
先
的
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
民
事
再
生
法

一
二
〇
条
一
項
）。
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し
か
し
、「
私
的
整
理
を
経
由
し
た
後
、
裁
判
所
に
お
い
て
抜
本
的
処
理
を
行
う
事
例
」
で
は
、
私
的
整
理
段
階
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
は
、
法
的
整
理
手
続
に
移
行
し
た
の
ち
、
無
担
保
の
一
般
債
権
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
産
業
競
争
力
強
化
法
五
七
条

等
、
民
事
再
生
法
一
五
五
条
一
項
た
だ
し
書
参
照
）。「
優
先
的
地
位
」
は
手
続
を
跨
い
で
完
全
に
は
保
障
さ
れ
な
い
。
不
動
産
担
保
な

ど
を
設
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
債
権
回
収
は
事
実
上
き
わ
め
て
困
難
と
な
り
、
こ
の
状
態
を
放
置
す
れ
ば
、

融
資
に
応
じ
る
金
融
機
関
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
試
み
る
金
融
債
権
者
の
優
先
的
地
位
を
保
障
す
る
理

論
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
短
期
的
に
見
て
、
金
融
機
関
の
融
資
意
欲
を
削
ぐ
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
な
方
策
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
不
良
化
し
た
金
融
債
権
を
買
い
取
っ
た
り
、
そ
れ
を
保
証
し
た
り
す
る
な
ど
、
政
府
の
公
的
な
介
入
が
想
定
さ
れ
る
。
い

ず
れ
の
方
法
に
せ
よ
、
政
府
が
劣
後
的
な
地
位
で
債
務
を
負
担
す
る
ス
キ
ー
ム
が
考
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Skeel教
授
は
、

米
国
で
発
達
し
た
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
市
場
を
政
府
の
介
入
か
ら
保
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た

市
場
が
脆
弱
な
わ
が
国
で
は
、
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
理
論
的
根
拠
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
倒
産
法
理
論
の
中
核
で
も
あ
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
高
め
る
た
め
、
金
融
機
関
に
対
す
る
優
先
的
地
位
の
保
障
と
、
政
府
負
担
に
対
す
る
劣
後
的
処
理
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
時

に
考
察
す
る
挑
戦
的
な
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る(viii
)。

Ⅵ

結
び
に
か
え
て
―
救
わ
れ
る
べ
き
者
の
選
択

今
回
の
covid-19
に
よ
る
危
機
は
、
そ
の
終
息
が
現
時
点
で
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
優
良
企
業
で
さ
え
「
過
剰
債
務
」

の
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
。「
超
第
一
一
章
手
続
」
を
提
唱
す
る
Stiglitz
教
授
と
は
異
な
り
、
Skeel教
授
の
考
察
は
、
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こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
司
法
に
信
を
置
き
、
裁
判
所
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る(ix
)。
そ
し
て
、
倒
産
事
件
数

の
爆
発
的
増
加
か
ら
、
切
り
札
で
あ
る
裁
判
所
を
如
何
に
し
て
守
る
か
を
考
究
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
救
済
さ
れ
る
企
業
は
、
今
回
の
経

済
危
機
前
か
ら
そ
の
事
業
に
問
題
を
抱
え
、
窮
境
に
あ
る
企
業
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
今
回
の
経
済
停

止
に
よ
る
「
需
要
の
蒸
発
」
に
よ
り
資
金
繰
り
に
行
き
詰
ま
る
企
業
の
救
済
が
前
提
に
な
る
。

訳
者
も
、
今
回
の
経
済
停
止
を
原
因
と
し
て
資
金
繰
り
に
行
き
詰
ま
る
中
小
企
業
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
る
が
、
た
と
え
ば
、

私
的
整
理
や
法
的
整
理
の
段
階
で
救
済
融
資
を
実
行
す
る
場
合
、
今
回
の
停
止
以
前
か
ら
財
務
状
況
を
毀
損
し
て
い
た
企
業
が
混
在
す

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
融
資
で
あ
れ
ば
、
当
該
債
務
者
企
業
の
収
益
性
、
あ
る
い
は
計
画

認
可
要
件
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
事
業
遂
行
可
能
性
（
feasibility）
を
厳
密
に
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
covid-19
に
よ
る
危
機
の
特
質
は
、
そ
の
終
わ
り
が
見
え
な
い
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
判
断
は
容
易
で
は
な
い
。

Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
実
行
段
階
で
選
別
を
す
る
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
る
リ

ス
ク
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
優
先
性
に
か
か
る
理
論
的
基
礎
を
考
察
す
る
場
合
に
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
点

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
考
え
る
べ
き
示
唆
を
多
く
含
む
論
攷
で
あ
る
。
今
回
は
「
あ
と
が
き
」
の
趣
旨
か
ら
、
関
連
す
る
重
要
な
先
行
業

績
に
つ
い
て
引
用
を
差
し
控
え
た
。
あ
ら
た
め
て
研
究
論
文
を
公
表
す
る
際
に
真
摯
に
向
き
合
い
た
い
と
考
え
て
い
る(x
)。
最
後
に
、

Skeel教
授
を
は
じ
め
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

(iii
)
藤
本
利
一
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
一
九
七
〇
年
の
企
業
再
建
―
―
W
illiam
O
.D
ouglas
の
構
想
と
そ
の
帰
結
―
―
」
阪
大
法
学
六
五

巻
二
号
八
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

(iv
)
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
全
国
倒
産
処
理
弁
護
士
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
事
業
の
継
続
の
た
め
に
―
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
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感
染
症
（
CO
V
ID
-19）
に
対
す
る
緊
急
提
言
（
N
o
2）
―
―
」（
http://w
w
w
.zentoh-net.jp/w
hatsnew
/detail.php
最
終
閲
覧
日
二

〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
）
が
有
益
で
あ
る
。

(v
)
私
的
整
理
と
法
的
整
理
の
関
係
に
つ
い
て
、
藤
本
利
一
「
倒
産
法
の
世
界
の
こ
れ
か
ら
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
七
号
二
六
頁
（
二
〇
一
四

年
）
参
照
。
ま
た
、
民
事
再
生
手
続
か
ら
破
産
手
続
に
移
行
す
る
場
合
の
、
共
益
債
権
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
藤
本
利
一
「
倒
産
法
に
お
け

る
優
先
的
地
位
と
劣
後
化
―
―
債
権
者
平
等
の
意
義
を
踏
ま
え
て
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
五
〇
号
三
二
頁
（
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
。

(vi
)
藤
本
利
一
・
前
掲
注
（
iii
）
九
五
頁
以
下
参
照
。

(vii
)
こ
の
点
は
富
永
浩
明
弁
護
士
の
示
唆
に
よ
る
。
民
事
再
生
法
に
限
定
さ
れ
る
が
、
計
画
に
よ
る
譲
渡
と
計
画
外
の
譲
渡
の
関
係
に
つ
い
て
、

藤
本
利
一
「
い
わ
ゆ
る
計
画
外
の
事
業
譲
渡
の
正
当
性
―
―
債
権
者
利
益
の
位
置
づ
け
を
起
点
に
」
伊
藤
眞
ほ
か
編
・
多
比
羅
誠
弁
護
士
喜
寿

記
念
論
文
集
二
三
一
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

(viii
)
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
の
優
先
性
に
関
す
る
Skeel教
授
の
論
攷
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
藤
本
利
一
「
倒
産
手
続
と
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
」
東
京
弁
護
士
会
倒
産
法
制
部
会
『
倒
産
法
改
正
展
望
』
九
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

(ix
)
米
国
の
倒
産
裁
判
所
の
沿
革
に
つ
い
て
、
藤
本
利
一
「
ア
メ
リ
カ
の
倒
産
手
続
と
裁
判
所
―
―
未
完
の
裁
判
所
・
裁
判
官
に
映
る
あ
る
べ

き
司
法
像
の
変
遷
」
佐
藤
鉄
男
=
中
西
正
編
著
『
倒
産
処
理
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
―
―
担
い
手
の
理
論
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
試
み
』
三
二

四
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

(x
)
諸
外
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
北
島
（
村
田
）
典
子
「
CO
V
ID
-19
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
倒
産
法
改
正
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
七
一
号
四

〇
頁
（
二
〇
二
〇
年
）
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
同
じ
く
、
イ
ギ
リ
ス
倒
産
法
改
正
の
動
向
（
https://services.parliam
ent.uk/bills/

2019-21/corporateinsolvencyandgovernance.htm
l
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
六
月
二
四
日
）
に
つ
い
て
も
、
中
島
弘
雅
教
授
、
北
島

（
村
田
）
教
授
、
お
よ
び
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
Jennifer
Payne
教
授
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

今
回
の
危
機
は
、
わ
が
国
の
倒
産
法
改
正
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
(Ｃ
)「
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
―
―
そ
の
史
的
変
遷
と
現
在
問
題
」（
研
究
課
題
番
号
：

16K
03402）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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